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令和 7 年度～ 重要事項説明書  

認定こども園 南部幼稚園  

１．施設の目的及び運営の方針  

（１）運営主体の概要  

事業者の名称  学校法人本田学園  

事業者の所在地  鹿児島県鹿屋市下堀町９５７９‐１  

事業者の連絡先  0994-44-6850 

代表者氏名  理事長  本田  洋一郎  

設立年月日  昭和５３年  ４月  １０日  

寄附行為の目的の定めた事業  幼保連携型認定こども園の経営、放課後児童健全育成事業の経営  

 

（２）施設の概要  

種別  幼保連携型認定こども園    

名称  認定こども園  南部幼稚園   (平成２９年４月１日  開設 )  

所在地  鹿児島県鹿屋市下堀町９５７９‐１  

連絡先  （TEL）0994-44-6850 （FAX）0994-44-6859 

施設長氏名  園長  本田  洋一郎  

 

利用定員  

年齢区分  ０歳児  １歳児  ２歳児  ３歳児  ４歳児  ５歳児  合計  

１号新 2 号  ―  人  ―  人  ―  人  27 人  ２７人  ２６人  ８０人  

２号・３号  ６人  １０人  ８人  2 人  ２人  ２人  ３０人  

合計  ６人  １０人  ８人  ２９人  ２９人  ２８人  １１０人  

当園の教育目標  

１．明るく元気な子ども  

２．正しい挨拶のできる子ども  

３．自分から進んでやる子ども  

４．いつも優しく素直な子ども  

 

（３）施設の概要  

敷地  

敷地全体  ３，６２１  ㎡  

園庭  １，７４０  ㎡  

園舎  

構造  

鉄筋コンクリート造ルーフィング葺陸屋根平家建

他木造  

延べ   ７１１㎡  

tel:0994-44-6850
tel:0994-44-6850


- 2 - 

 

（４）主な設備の概要  

設    備  部  屋  数    

保育室  ６  室  事務室  １  室  

遊戯室  １  室  給食室  １  室  

保健室  １  室  便所  ６  室  

 

付帯設備等  

 

・飲料水用設備   ・シャワー設備   ・消火器  

・手洗用設備    ・給食設備     ・スクールバス   

・足洗用設備    ・火災報知設備   ・その他車輌    

 

（５）職員体制     (令和 6 年 4 月現在 ) 

職種  職員数  常勤  非常勤  備考  

園長  １人  １人  ―   

副園長  １人  １人  ―  保育教諭 1 名  

主幹保育教諭  ２人  ２人  ―  保育教諭 2 名  

保育教諭  １８人  １３人  ５人  保育士 18 名   幼稚園教諭 17 名  

保育補助  ８人  １人  ７人   

栄養士  １人  １人  ―  栄養士 1 名  

調理員  ４人  ０人  ４人  調理師 2 名  栄養士 1 

事務職員  １人  １人  ―   

バス運転手  ２人  ―  ２人  大型免許 2 名  

※年度によって職員数は増減致します。   

 

（６）利用定員ごとの提供する日及び時間並びに提供を行わない日  

【１号・新 3 号認定児  

提供する曜日・時間  月曜日から金曜日まで  

保育時間  教育標準時間  ８時００分～１４時３０分（６．５時間）  

預かり保育  保育時間  

朝：７時～  ８時  

夕：１５時～１８時  

夜：１８時～１９時  

 

休業日  

土曜日・日曜日・祝日  

年末・年始（１２月２０日～１月７日）   
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夏季休暇（７月１２日～８月３１日）、冬季休暇（１２月２０日～１

月７日）、春季休暇（３月１７日～３月３１日）  

行事の前後等  休養日を設定する場合もあります。  

 

 

【２号・３号認定児・新 2 号認定児】  

提供する曜日  月曜日から土曜日まで  

保育時間  

保育標準時間  ７時３０分～１８時３０分（１１時間）  

保育短時間  ８時００分～１６時００分（８時間）  

延長保育  

保育標準時間  

朝：７時～７時３０分  

夜：１８時３０分～１９時  

保育短時間  

朝：７時～８時００分  夕：１６時００分～１８時  

夜：１８時００分～１９時  

開所時間  月～土曜日  午前７時００分～午後１９時００分  

休業日  

日曜日・祝日  年末年始（１２月２７日～１月３日）  

３月末２日間   

行事の前後等  休養日を設定する場合もあります。  

自然災害や感染症等により保育を行わない日もあります。  

（７）利用料等  

① 保育料  

お住まいの市町村の基準に従います。3 歳児以上は無償化の対象。  

② 保護者負担金  

 ※給食費は年間で均等割りしていますので食べなくても返金はありません。  

※台風等給食の振り替え・返金はありません。   

○1 号認定 (新２号除く )3 歳児～5 歳児で土曜日参加の場合は、お弁当をご持参下さい。   

○ちゅうりっぷ組の 1 号認定児で土曜日参加の場合は、給食費１日 250 円です。  

※物価高騰により値上がりする可能性あり。  

項 目  内   容  金   額  

給 食 費  
1 号認定  月額  4,600 円  

２号認定・新 2 号認定  月額  6,000 円  

バ  ス  代  

(8 月除く ) 
2 歳児 (ちゅうりっぷ組 )以上  

片道 月額 1,600 円  

往復 月額 2,600 円  
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③ 入園料 (新規入園時) 

項 目  内   容  金   額  

入園料  
1 号認定児 ４歳・５歳児  35,000 円  

１号認定児 満３歳・３歳児  25,000 円  

事務手数料  １号認定児  2,000 円  

 

④ 延長保育料 １号認定児 (新 2 号認定児除く ) 

項 目  内   容  金   額  

延長保育料  

１号認定児  

(幼稚園型 ) 

朝預り (月～金 ) ７時～８時  １回  500 円  

夕預り (月～金 )15 時～ 18 時  
１日  450 円   

夜預り (月～金 ) １８時～１９時    １回  500 円  

土曜日・冬・春季休暇利用  8 時～15 時     1 日  500 円  

夏季保育単発利用   8 時～15 時  

  

   １回  500 円  

  

⑤ 延長保育料 ２号・３号・新 2 号認定児  

項 目  内   容  金   額  

朝 延長保育 標準時間認定児  

朝 延長保育  短時間認定児  

７時～７時半 

 ７時～８時 

１回 500 円 

１回 500 円 

夕 延長保育  短時間認定児  １６時～１８時 １回 450 円 

夜 延長保育 標準時間認定児  

夜 延長保育  短時間認定児  

１８時半～１９時 

１８時～１９時 

１回 500 円 

１回 500 円 

⑥ 一時預かり（一般型） 

(ア)1 号認定予定の 2 歳児で、満 3 歳の誕生日前日又は前々日まで 

利用時間・延長保育・給食費は 1 号認定と同様です。  

(イ) 1 号認定予定以外の希望者(職員の配置等の受け入れ態勢が整っている場合で、事前

に予約が必要です。  

◎利用日 月曜日～金曜日(土・日・祝日除く) 

◎利用時間 8 時 00 分～15 時 00 分 

※給食材料手配後の受付は、弁当をご持参いただきます。 (別紙案内) 

☆給食提供は、アレルギーにより対応できない場合があります。 



- 5 - 

 

項 目  内   容  金   額  

1 号認定予定 (月額 )保育料  1 ヶ月 22,000 円 

一 時 預 か り ( 一 般 型 )    

保育料 

８時～１２時 

以後 1 時間ごと 

〃 

〃 

1,000 円 

1・２歳児は 350 円   

３歳児は 300 円 

４・5 歳児は 250 円 

一時預かり(一般型)の 

希望者・完全給食 

給食 1 食 

 

300 円 

 

 

⑦ その他 経費  

項 目  内   容  金   額  

月刊誌  毎月配布  実費  

卒園アルバム代  年長児のみ  実費  

英会話  毎月 年少以上実施  実費  

リトミック  
毎月 -2 歳、3 歳児実施  

1 歳児は 3 学期から実施  

実費  

※その他、施設費 (1,000 円 )、教育充実費 (5 歳・4 歳・3 歳児 2,000 円         

2 歳・1 歳・0 歳児 1,000 円 )、PTA 会費全園児・月額 600 円に口座振替手数料 20 円 (銀行

の改定により変更する場合有り )を別途納入願います。  

 

（８）支払方法  

毎月１０日 (年度初め等若干変更有り。保育料等のお知らせで確認してください ) 

園に指定頂いている金融機関より自動振替となります。  

土曜・日曜・祝祭日等の場合は翌営業日の振替となります。  

（９）提供する特定教育・保育の内容  

認定こども園南部幼稚園は、家庭との連携を図りながら、幼保連携型認定こども園に

おける教育及び保育の基本に基づいて一体的に展開される幼保連携型認定こども園に

おける生活を通して、生きる力の基礎を育成するよう認定こども園法第９条に規定す

る幼保連携型認定こども園の教育及び保育の目標の達成に努めます。  

認定こども園南部幼稚園は、このことにより、義務教育及びその後の教育の基礎を培

うとともに、子どもの昀
いん

善
ぜん

の利益を考慮しつつ、その生活を保障し、保護者と共に園

児を心身ともに健やかに育成するものとします。  

◆園内で給食を作り提供しています。 
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◆教育・保育全般 

幼 児 期 は 最 も 敏 感 で 、 素 晴 ら し く 発 達 す る と い わ れ る 聴 覚 を 促 進 す る
為 、 鍵 盤 ハ － モ ニ カ や 器 楽 合 奏 な ど 音 楽 の 基 礎 教 育 を 行 い 、 生 活 の 充
実 と 表 現 、 も の の 見 方 を ね ら う 絵 画 や 切 り 紙 ・ ク レ ヨ ン 遊 び 等  色 々
な 製 作 を 行 い ま す 。 又 ､紙 芝 居 、 人 形 劇 、 ミ ュ － ジ カ ル 、 園 独 自 の 絵
本 カ リ キ ュ ラ ム に 沿 っ て 読 み 聞 か せ を 行 い 、 想 像 力 や 理 解 力 を 高 め ま
す 。 又 、 年 間 を 通 し て の ス ト リ ー ト ダ ン ス ・ 体 育 遊 び 等 に よ り 丈 夫 な
体 を つ く り ま す 。  
  又 、 か ず 遊 び ・ ひ ら が な 遊 び を 教 材 等 に よ り 遊 び を 通 し て 文 字 や 数
へ の 興 味 や 関 心 の 芽 を 伸 ば し ま す 。  
   
 
◆体育指導 
幼児専門の体育指導員を招いて、幅広い体育指導を行っております。体 育 遊 び で
は 、 一 例 と し て 次 の よ う な こ と を 指 導 し て い ま す 。  
元 気 な 挨 拶 、 マ ッ ト ・ 平 均 台 ・ 鉄 棒 ・ 縄 ・ と び 箱 ・ ボ ー ル ・ ス ポ ー ツ
バ ル ー ン ・ 組 体 操 ・ い す 体 操 等 (年 少 以 上 ※ ２ 歳 児 は ３ 学 期 か ら )  
 
◆ 英 語 遊 び  

子どもたちの生きる 21 世紀は、国際化の社会。国際化に対応するため外国人教師、ネ

イティブスピーカーによる生の英語あそびを楽しく展開しています。(年長・年中・年

少児) 

 

◆ダンス指導 

⾳楽に合わせて動くリズムトレーニングやダンスにおいて特定の部分だけを独⽴して

動かすテクニック（アイソレーション）などで体の動かし⽅を学び、基礎体⼒や柔軟性

を⾼めます。振り付けにストリートダンスの動きや様々な体の表現を取り⼊れ、それを

真似して覚えることで集中⼒や観察⼒を養い、同じクラスの仲間と⼀緒に体を動かすこ

との楽しみを感じることができます。  

 

◆リトミック 

リズム運動を通して、音楽を聴く集中力、リズムをイメージする想像力、リズムを体で表す反

応力や表現力、さらに、心のイメージを体で表現することにより、心身の調和を作り出します。

同時に、音楽の楽しさを感じ、感性が磨かれていきます。 (２・３歳児、 3 学期 1 歳児含む ) 

 

◆ＩＣＴ教育 

友達や先生とたくさん話し合い、アイデアを出し合い、創作し、発表するという、コミュニケ

ーションを重視した教材 (ＫｉｔＳ )等を活用し、「創造力」「チームワーク力」「 ICT 活用力」を

育みます。  
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◆ 園 外 保 育  

園バスは、登園・降園のみでなく、本来教育に活用すべきものと考えます。施設は、幼

児保育・教育の環境の一部にすぎません。従って保育・教育を施す場所は鹿屋市全域又

は近隣の町であり、当地は霧島ケ丘公園や自然環境がたくさんあります。教育場所を幼

稚園内にとどめることなく、広く自然を活用いたします。したがいまして園外保育に園

バスをフルに利用いたします。  

（１０）年間行事予定  

月  行事内容  

４月  入園式  PTA 総会  内科健診①  

５月  こいのぼり掲揚  親子遠足  芋の苗植え  交通安全教室①  歯科健診  

６月  保育参観   プール開き  

７月  夏祭り   七夕まつり   お泊り保育   夏季保育①  

８月  夏季休暇 (１号 )  登園日   

９月  芋ほり収穫祭  十五夜祭り  

１０月  

入園願書配布 (１号 )      内科健診②   どんぐり拾い         消防署訪問 

運動会   

１１月  

教育認定 (１号 ) ・次年度入園受付                    

保育認定・次年度入園手続き開始 (２号・３号 )     

１２月  発表会   もちつき会   クリスマス会  

１月  １日入園①    交通安全教室②    マラソン大会  

２月  豆まき会   お店屋さんごっこ  １日入園②  保育参観 (ダンス発表会 )    

３月  ひな祭り   お別れ遠足   卒園式    

その他  毎月行う園行事もあります。  

 

（１１）利用の開始及び終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項  

① 利用者の内定 

1 号認定のこども  施設の管理者が定めた選考方法による。  

2 号・3 号認定のこども  市が行う利用調整による。  

② 施設の利用について  

利用の決定  利用契約書の締結による。  

退園理由  
・１号・２号・３号認定子どもに該当しなくなったとき（卒園を含む。）  

・保護者から退園の申出があったとき  
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・利用継続が不可能であると市が認めたとき  

・その他、利用継続の重大な支障又は困難が生じたとき  

・園からの督促にも関わらず、理由もなく保育料を 2 ヶ月以上滞納したとき  

施設の利用

にあたって

の留意事項  

 

◆  慣らし保育について  

７日間ぐらいを予定しています。  

(お子さまのご様子で期間延長をご相談する場合があります ) 

◆  毎朝の体温の確認  

登園前に体温確認等健康状態を確認していただき、37.5 以上の場合には登園を控えてくだ

さい。 (子どもの平熱により対応が変わります )  

◆  発熱のある場合について  

園で発熱した場合には連絡いたします。   

◆緊急連絡先は確実に連絡がとれる電話番号をお知らせください。  

◆  欠席する場合・登園が遅れる場合  

なるべくコドモンアプリを利用してください。また、連絡帳や電話でも承ります。  

◆お迎えが遅れる場合  

１２時まではコドモンアプリにて、以後電話連絡をしてください。  

◆  延長保育やお預かりが必要な場合  

基本的には「コドモンアプリ」でお知らせください。緊急時には、電話連絡をしてくださ

い。  

バス送迎利用の方は、バス出発前７時４５分までに園へお知らせください。  

尚、延長をお受けできるように職員配置を考慮しておりますが、万が一、延長のご希望が

多い場合には、対応が難しくなる場合もあります。  

◆ご家庭で怪我をした場合  

連携して対応いたしますので、担任または主幹あるいは職員へお知らせください。  

施設の利用

にあたって

の留意事項  

◆薬の投薬を希望される場合  

薬事法に基づき、原則園ではお預かりしておりません。  

但し、投薬依頼書提出により預かり可能です。その際は、園までご相談ください。  

◆日常の電話  

保育中の担任の呼び出しは緊急以外出られません。午前９時３０分以前か午後４時以降お

願いいたします。その他別紙でお知らせいたします。  

◆伝染病等に感染した場合  

伝染病の病気の場合は、集団生活の迷惑にならないよう完治してから登園してください。  
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◆以下の症状の場合、登園には必ず医師及び園長の許可が必要になります。  

病  名  症  状  完 治 の 判 断  

新型インフルエンザ等感染

症、指定感染症  

発熱、全身倦怠、筋肉痛、咽喉

痛、咳など  

治癒するまで  

 

新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症、インフ

ルエンザ  

発熱、全身倦怠、筋肉痛、咽喉

痛、咳など  

発症した後５日を経過し、かつ解

熱した後３日間を経過するまで  

百日咳  発作性咳の長期反復  特有の咳が止まるまで  

麻疹（はしか）  上気道のカタル、発熱、粘膜疹コ

プリック斑  

解熱後 3 日経過するまで  

流行性耳下腺炎（おたふく

かぜ）  

発熱、耳下腺・舌下腺・顎下腺の

腫脹及び圧痛  

耳下腺のはれが消えるまで  

風疹（三日はしか）  種々の発疹、軽熱、リンパ腺腫大  紅斑性の発疹が消えるまで  

水疱（水ぼうそう）  軽熱、被覆部に発疹、斑点丘疹状  すべての発疹がかさぶたになるま

で  

咽頭結膜炎（プール熱）  発熱、全身症状、咽頭炎と結膜炎

の合併  

主要症状が消えた後 2 日経過する

まで  

流行性角結膜炎  軽熱、頭痛、結膜の炎症、眼瞼浮

腫、目やに  

完全に治るまで  

急性出血結膜炎  流涙、結膜充血、眼瞼浮腫  完全に治るまで  

 

◆次の症状の場合も出来る限り登園を控えて下さい。  

「手足口病」・「伝染性紅斑（リンゴ病）」・「伝染性膿痂疹（とびひ）」は  

登園停止ではありませんが、症状により集団生活が困難な場合がありますので  

医師の診断を受けて下さい。湿疹がひどい場合、体調が優れない場合等は登園を控え

てください。  

その他「登園の基準」を「コドモンアプリ」にて配信いたします。  

※予防接種後の登園は控えてください。  

（１２）緊急時における対応方法  

(１) 教育保育中に怪我、疾病等、容体の変化等があった場合は、あらかじめ保護者が指

定した緊急連絡先へ連絡をし、提携の園医へ連絡・搬送する等適切な措置を講じます。  

(２) 保護者と連絡が取れない場合は、乳幼児の生命を第一とし、当園が責任をもって、

適切な措置を講じます。予めご了承お願いします。 
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◆各種緊急連絡先  

嘱 託 医  氏  名  所 在 地／連 絡 先  

内科医  
まつだこどもクリニック  

院長 松田 幸久  

所在地：鹿屋市西原２丁目３５－３  

☎  ０９９４－５２－０５０７  

歯科医  
はらぞの歯科  

院長 原園 聖一  

所在地：鹿屋市下堀町 9577-3 

☎  ０９９４－４０－４１１８  

薬剤師  

山田 さゆり  

 

所在地：鹿屋市  

 

消防署  
大隅肝付地区消防組合  所在地：鹿屋市新川町８００  

☎  ０９９４－５２－１１９９  

警察署  
鹿屋警察署  所在地：鹿屋市寿３－８－３０  

☎  ０９９４－４４－０１１０  

鹿屋市  保健福祉部子育て支援課  ☎  ０９９４－３１－１１３４  

（１３）非常災害対策  

防火管理者  本田  未来  

消防計画届出年月日  平成１９年６月２３日  

避難訓練  

火災や地震を想定した避難訓練を毎月実施します。年数回消防署の

立会いによる訓練も実施します。  

防災設備  消火器、非常通報装置、誘導灯他  

避難場所  園庭中央、園駐車場  

緊急時の連絡手段  放送、口頭  

 

（１４）相談・要望・苦情窓口  

相談・苦情受付担当者  副園長  隈﨑  和代  

相談・苦情解決責任者  園長  本田洋一郎  

ご連絡先  電話番号 /FAX 
☎   ０９９４ -４４ -６８５０  

FAX ０９９４ -４４ -６８５９  

 

【要望・苦情等への対応方法】  

苦情受付担当者又は責任者へ所定の申出書に記入の上、担当者にご提出ください。  

苦情の内容は第三者委員との協議の元、真摯に受け止め改善に努めます。  

 

tel:0994-44-6850
tel:0994-44-6850
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（１５）賠償責任保険の加入状況  

◆以下の保険に加入しています。  

保険の種類  施設賠償責任保険、日本スポーツ振興センター  

保険の内容  傷害賠償責任保険、傷害保険、災害保険  

 

（１６）個人情報の取り扱い  

個人情報保護規程に基づき、幼稚園で知り得た個人情報は決して第三者に渡したり流す

ようなことは致しません。  

 

（１７）その他保護者に説明すべき事項  

◎園と家庭との信頼関係を深めるため、学期ごとに個人面談を全園児行います。  

◎緊急時、園からの電話連絡が必ず取れるように配慮ください。  

◎台風等災害時にメール配信いたしますので、別紙にて手続きをお願いいたします。  

◎南部幼稚園 PTA に全員加入とし、行事役員としてご協力いただきます。  

◎「こども誰でも通園制度」の試行的事業を開設いたします。  

利用できる年齢は利用日時点で３歳未満で制限があります。  

詳細は別紙です。  
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令和 7 年度～ 重要事項説明同意書  

 

登園における教育・保育サービスの提供を開始するにあたり、本書面に基づき重要事

項の説明を行いました。  

私は、本書面に基づいて認定こども園  南部幼稚園の利用に当たり重要事項の説明を受

け、園の教育・保育方針に同意します。  

学校法人本田学園 理事長 本田 洋一郎 殿 

令和  年  月  日 

 

保護者名：          ㊞ 

 

児童名：             児童名：              

児童名：             児童名：              

 

個人情報使用同意書 

認定こども園  南部幼稚園の入園に当たり、私及び私の子ども並びにその家族に係る個

人情報について、以下の目的のために必要最小限の範囲において使用することに同意し

ます。 

 

① 他の幼稚園、保育園、認定こども園等へ転園する場合、他の施設との間で必要な情

報連絡等を行うこと。  

② 病院や市役所等、関係機関との間で必要な情報を共有し連絡調整をおこなうこと  

③ 緊急時において、病院や市役所、その他関係機関に対して必要な情報提供を行うこと。  

④ 小学校との円滑な移行が図れるよう、卒園に当たり入学する予定の小学校との間で

必要な情報を共有すること。  

⑤テレビ出演やホームページ、入園案内書、新聞等に園児の写真を使用すること。  

学校法人本田学園 理事長 本田 洋一郎 殿 

令和  年  月  日   

保護者名：          ㊞ 

 

児童名：             児童名：              

児童名：             児童名：              


